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議案第５９号  

羽生市事務手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 羽生市事務手数料徴収条例（平成１３年条例第３４号）の一部を次

のように改正する｡  

次 の 表 中 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 、 改 正 前 の 欄 に あ っ て は

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１） 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２） 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改 正 後  改 正 前  

別表第２（第２条関係）  

 建築基準法関係の手数料  

別表第２（第２条関係）  

 建築基準法関係の手数料  

 手数料の種類  手数料の金額  

１ ・

２  

（略）  （略） （略）  

３  建 築 基 準

法 第 ７ 条

第 １ 項 又

は 第 １ ８

条 第 １ ６

項 の 規 定

に 基 づ く

建 築 物 に

関 す る 完

了検査  

（略） （略）  

４  建 築 基 準 法 第  

８ ８ 条 第 １ 項 に

お い て 準 用 す る

同 法 第 ７ 条 第 １

項 又 は 第 １ ８ 条

第 １ ６ 項 の 規 定

に 基 づ く 工 作 物

に 関 す る 完 了 検

１の工作物につ

き １２，０００

円  

 手数料の種類  手数料の金額  

１ ・

２  

（略）  （略） （略）  

３  建 築 基 準

法 第 ７ 条

第 １ 項 又

は 第 １ ８

条 第 １ ４

項 の 規 定

に 基 づ く

建 築 物 に

関 す る 完

了検査  

（略） （略）  

４  建 築 基 準 法 第

４ ３ 条 第 ２ 項 第

１ 号 の 規 定 に 基

づ く 建 築 の 認 定

の 申 請 に 対 す る

審査  

１件につき  

２７，０００

円  

５  建 築 基 準 法 第

８ ８ 条 第 １ 項 に

１の工作物につ

き １２，０００
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査  

５  建 築 基 準 法 第  

４ ２ 条 第 １ 項 第

５ 号 の 規 定 に 基

づ く 道 路 の 位 置

の 指 定 、 変 更 又

は 廃 止 の 申 請 に

対する審査  

１件につき 

５０，０００

円  

６  建 築 基 準 法 第  

４ ３ 条 第 ２ 項 第

１ 号 の 規 定 に 基

づ く 建 築 の 認 定

の 申 請 に 対 す る

審査  

１件につき 

２７，０００

円  

７  （略）  （略）  

８  （略）  （略）  

９  （略）  （略）  

１０  （略）  （略）  

１１  （略）  （略）  

１２  建 築 基 準 法 第  

８ ６ 条 の ６ 第 ２

項 の 規 定 に 基 づ

く 建 築 物 の 容 積

率 、 建 蔽 率 、 外

壁 の 後 退 距 離 又

は 高 さ に 関 す る

制 限 の 適 用 除 外

に 係 る 認 定 の 申

請に対する審査  

 

（略）  

１３  建 築 基 準 法 第  

８ ６ 条 の ８ 第 １

項 の 規 定 に 基 づ

く 全 体 計 画 の 認

定 の 申 請 に 対 す

る審査  

１件につき 

２７，０００

円  

１４  建 築 基 準 法 第  

８ ６ 条 の ８ 第 ３

項 （ 同 法 第 ８ ７

条 の ２ 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る

１件につき 

２７，０００

円  

お い て 準 用 す る

同 法 第 ７ 条 第 １

項 又 は 第 １ ８ 条

第 １ ４ 項 の 規 定

に 基 づ く 工 作 物

に 関 す る 完 了 検

査  

 

 

 

 

 

 

 

円  

６  （略）  （略）  

７  （略）  （略）  

８  （略）  （略）  

９  （略）  （略）  

１０  （略）  （略）  

１１  建 築 基 準 法 第

８ ６ 条 の ６ 第 ２

項 の 規 定 に 基 づ

く 建 築 物 の 容 積

率 、 建 ぺ い 率 、

外 壁 の 後 退 距 離

又 は 高 さ に 関 す

る 制 限 の 適 用 除

外 に 係 る 認 定 の

申 請 に 対 す る 審

査  

（略）  

１２  建 築 基 準 法 第

４ ２ 条 第 １ 項 第

５ 号 の 規 定 に 基

づ く 道 路 位 置 の

指 定 、 変 更 又 は

廃 止 の 申 請 に 対

する審査  

１件につき  

５０，０００

円  

１３  建 築 基 準 法 第

８ ６ 条 の ８ 第 １

項 の 規 定 に 基 づ

く 全 体 計 画 の 認

１件につき  

２７，０００

円  
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場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に 基 づ く

全 体 計 画 の 変 更

の 認 定 の 申 請 に

対する審査  

１５  建 築 基 準 法 第  

８ ７ 条 の ２ 第 １

項 の 規 定 に 基 づ

く 用 途 の 変 更 に

伴 う 工 事 に 係 る

全 体 計 画 の 認 定

の 申 請 に 対 す る

審査  

１件につき 

２７，０００

円  

１６  建 築 基 準 法 第  

８ ７ 条 の ３ 第 ５

項 の 規 定 に 基 づ

く 用 途 を 変 更 し

て 興 行 場 等 と す

る 建 築 物 の 使 用

に 係 る 許 可 の 申

請に対する審査  

１件につき 

１２０，０００

円  

１７  （略）  （略）  

１８  （略）  （略）  

１９  （略）  （略）  
 

定 及 び 同 条 第 ３

項 の 規 定 に 基 づ

く 全 体 計 画 変 更

の 認 定 の 申 請 に

対する審査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４  （略）  （略）  

１５  （略）  （略）  

１６  （略）  （略）  
 

備考 （略）  

 

備考 （略）  

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。  

令和元年９月３日提出  

埼玉県羽生市長 河 田  晃  明    

 


